
第 136 回理事会議事録  

 
１．日時 ：2006 年 7 月 28 日（金）午後 6 時 30 分～8 時 30 分 
２．場所 ：四谷連盟会館（新宿区四谷 1-13 虎ノ門実業会館四谷ビル 2F） 
３．出席者：【出席 14 名】藤田公郎、野崎武、山口知也、木村修躬、神代高弘、 

齋藤寿臣、島村京子、清水康裕、久富浩、平田眞、 
古田一雄、逸見徹、宮国健次、森村俊介 

【委任状 3 名】 大泉紘一、ロバート・ゲラー、寺本直志 
【監事 2 名】  兼岩芳樹、鳩山勝郎 
【事務局 3 名】 吉田正事務局長、大政哲人競技会事業部長、 

高橋陽子普及事業部長 
【オブザーバー】児玉公男弁護士（半蔵門総合法律事務所） 

             （定数：理事 17 名、監事 2 名） 
４．議事の経過及び結果 
  藤田公郎会長を議長に、島村京子常任理事、清水康裕理事を議事録署名人に選任し、

議案を逐一審議した。 
 

第１号議案 第 135 回理事会議事録の承認について 
      議事録案を原案通り承認した。 
 
第 2 号議案 ルール委員及び人事委員の選任について 
      ゲラー・ルール委員長（当日欠席）より文書にて次の委員の推薦があり、全

会一致で承認された。 
      委員長：ロバート・ゲラー 
      委員： 大政哲人、古田一雄、松田神一、宮内宏 
 
      野崎人事委員長より、次の委員の推薦があり、全会一致で承認された。 
      委員長：野崎武 
      委員： 山口知也、木村修躬、神代高弘、吉田正 

 
第 3 号議案 企画委員会規則の改定について 

企画委員会提出の改定案について審議の結果、全会一致で承認された。 
 
第 4 号議案 マスターポイント規則の改定について 

競技委員会提出の改定案について審議の結果、全会一致で承認された。 



第 5 号議案 公認クラブ申請について 
      以下の公認クラブ新規開催申請について全会一致で承認された。 

早稲田大学ブリッジクラブ（クラス２、クローズド） 
マネージャー：金子拓真、ディレクター：田代有司 
開催日：不定期、会場：早稲田大学新学生会館 

 
第６号議案 代表選抜委員会規則の制定について 
      企画委員会提出の規則案につき審議を行い、原案を一部修正の上承認した。 
      これに伴い、企画委員会から代表選抜委員長として神代高弘常任理事の推薦

があり、全会一致で承認された。これを受けて神代委員長より次の委員の推

薦があり、全会一致で承認された。 
      委員長：神代高弘 
      委員： 難波田愈、西村輝子、浜田知明、宮内宏、吉田正 
 
第７号議案 各委員会及び事業部報告 
      １．企画委員会 
        木村委員長より６月３０日開催の企画委員会の議事録に関する報告があ

った。 
２．競技委員会 

平田委員長より４月５日開催の競技委員会の議事録に関する報告があっ

た。 
      ３．普及事業部 
        高橋事業部長より事業部活動状況に関する報告があった。 
      ４．競技会事業部 
                大政事業部長よりゴールドライフマスター1 名、シルバーライフマスター

3 名、シニアライフマスター19 名、ライフマスター26 名の資格取得者の

報告があった。 
      ５．国際交流事業部                 
        吉田事務局長より国際交流事業部作成の資料に基づき、事業部活動状況

に関する報告があった。 
        審議会の設置は必要ないとの国際交流事業部長の判断に関しては、理事

会としては審議会を設置すべきであるとの見解で一致したため、国際交

流事業部長に再考を要請することとした。 
        第 44 回 PABF 上海大会代表者会議関連： 
        ①日本の代表委員として、中谷忠義、大政哲人の２名を指名した。 
        ②PABF ユース選手権に対するタイブリッジ連盟への助成金 US$2,075



の支出に関して承認した。 
        ③2008 年に PABF ユース選手権を単独で開催する場合に、日本は開催地

として立候補しないことを確認した。 
        ④PABF 常設上告委員会委員として大政哲人を推薦することとした。 
 
        10/17～21 まで中国の無錫で開催される PABF WOMEN BRIGDE 

FESTIVAL の参加者に対し助成金を交付する件は必要性が薄いと判断

され、見送りとした。 
 
      ６．管理部 
        吉田事務局長より、公益法人制度改革に関して資料に基づく報告があっ

た。これに関連し、藤田会長、児玉顧問弁護士より、今後新制度下で公

益性の認定を得るため、各界の著名人へ働きかけを行う等の対応策を検

討しておく必要があるとの発言があった。 
      ７．その他 
        事務局より、長野、宮崎、鹿児島各県の集中豪雨による災害に対する義

援金をチャリティ基金より拠出してはどうかとの提案があり、討議の結

果、事務局にて過去の同等の事例を調査の上、概ね１０万円～３０万円

の範囲で拠出することを承認した。 
      ８．次回開催日について 
        次回は 9 月 22 日（金）午後 6 時 30 分より開催する。 
 
当日配布書類：第 7 号議案 「新ライフマスター」 
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